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( 14)  医療観察法における 対象者への医療 

（ 基本情報）  

平成 17 年７ 月の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観

察等に関する 法律（ 平成 15 年法律第 110 号。 以下「 医療観察法」 と いう 。 ） 施

行から 令和２ 年 12 月末ま での地方裁判所の当初審判における 入院処遇決定は

3, 695 件、 通院処遇決定は 678 件と なっている 13。 令和４ 年４ 月１ 日時点における

入院者数は 818 名であり 、 その疾病別内訳は、 統合失調症等（ F2） が約 83. 4％、

次いで精神作用物質使用によ る 精神およ び行動の障害（ F1） 及び気分障害（ F3）

が約 10. 6％である 14。  

（ 政策動向）  

指定入院医療機関は、 予備病床を含めて全国で 800 床程度、 指定通院医療機関

は各都道府県の人口 100 万人当たり ２ ～３ か所程度、 全国で 382 か所を目標と し

て整備を進めてき た。 令和４ 年４ 月１ 日時点における 指定入院医療機関は全国で

34 か所、 予備病床を含めて 850 床と 目標を達成し ている が、 指定入院医療機関が

近隣にない地域が存在し ている 。 ま た、 令和４ 年４ 月１ 日時点における 指定通院

医療機関は全国で 689 か所（ 597 病院、 92 診療所） あり 、 必要数を満たし ている

が、 引き 続き 、 対象者の住み慣れた地域から アク セス が容易な指定通院医療機関

を確保し ていく 必要がある 。  

平成 24 年度よ り 、 指定入院医療機関の医療の質の向上及び均てん化を図り 、

医療観察法対象者の早期の社会復帰を実現する ため、 指定入院医療機関に従事す

る 多職種チームが相互に指定入院医療機関を訪問し 、 医療体制等の評価や、 課題

への助言等の技術交流を行う 「 心神喪失者等医療観察法指定入院医療機関医療評

価・ 向上事業」 を実施し ている 。  

（ 医療提供体制に関する 検討課題）  

第８ 次医療計画においては、 医療観察制度に基づく 通院医療に対応でき る 医療

機関を明確にする と と も に、 入院医療において治療抵抗性統合失調症治療薬を使

用し ている 対象者が円滑に退院でき る よ う に、 治療抵抗性統合失調症治療薬の使

用可能な指定通院医療機関の一層の確保を図る 必要がある 。  

なお、 都道府県で医療観察法における 対象者への医療について検討する に当た

っては、 別表５ に示す指標例に関連し て、「 指定通院医療機関数」 及び「 指定通

院医療機関の患者数」 について現状を把握し た上で課題を検討し 、 目標を設定す

る こ と が望ま し い。  

 

２  精神疾患の医療体制 

令和２ 年における 精神病床を有する 病院数は 1, 622 病院であり 、 こ のう ち精神病床

のみを有する 精神科病院数は 1, 059 病院である 15。 令和２ 年における 精神病床数は 32

万 4, 481 床 15 であり 、 平成 26 年の 33 万 8, 174 床16から 減少し ている 。  

令和２ 年における 精神科・ 神経科・ 心療内科を主たる 診療科と する 精神科等診療所

数は 4, 399 診療所 15 であり 、 平成 26 年の 3, 890 診療所 16 から 増加し ている 。  

 
13 法務省「 犯罪白書」（ 令和３ 年度版）  
14 厚生労働省社会・ 援護局障害保健福祉部精神・ 障害保健課調べ 
15 厚生労働省「 医療施設調査」（ 令和２ 年）  
16 厚生労働省「 医療施設調査」（ 平成 26 年）  
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令和２ 年における 精神科及び心療内科を主たる 診療科と する 精神科等医師数は１ 万

7, 375 人17であり 、 平成 26 年の１ 万 6, 090 人18から 増加し ている 。 平成 26 年と 令和２

年と を比較する と 、 病院に勤務する 精神科等医師数の増加割合は約 1. 06 倍である の

に対し 、 診療所で勤務する 精神科等医師数の増加割合は約 1. 13 倍と 、 診療所に勤務

する 精神科等医師数の方が増加し ている 。  

令和３ 年における 精神科訪問看護を実施し た施設は 6, 449 施設19であり 、 平成 29 年

の 4, 060 施設20から 増加し ている 。 令和３ 年における 精神科訪問看護を実施し た訪問

看護ス テーショ ンの割合は 38. 6％19であり 、 平成 29 年の 32. 5％20から 増加し ている 。  

 

第２  医療体制の構築に必要な事項 

１  目指すべき 方向 

前記「 第１  精神疾患の現状」 を踏ま え、 行政と 医療、 障害福祉サービス 、 介護サ

ービス 等の顔の見える 連携を 推進し 、 精神保健医療福祉上のニーズを有する 方が、 そ

の意向やニーズに応じ 、 切れ目なく こ れら のサービス を利用し 、 安心し てその人ら し

い地域生活を送る こ と ができ る よ う 、 地域における 多職種・ 多機関が有機的に連携す

る 体制の構築を進める 必要がある 。 具体的には、 以下のと おり である 。  

① 精神科医療の提供体制の充実には、 精神保健に関する 「 本人の困り ごと 等」 へ

の支援を行う 平時の対応を充実する 観点と 、 精神科救急医療体制整備をはじ めと

する 精神症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等によ る 患者の緊急のニーズへの

対応を充実する 観点が必要である 。 平時においては、 かかり つけの医療機関に通

院し 、 障害福祉・ 介護その他のサービス を利用し ながら 、 本人の希望に応じ た暮

ら し を 支援する と と も に、 患者の緊急のニーズへの対応においては、 入院治療

（ 急性期） へのアク セス に加え、 受診前相談や入院外医療（ 夜間・ 休日診療、 電

話対応、 在宅での診療、 訪問看護等） について、 都道府県等が精神科病院、 精神

科訪問看護を行う 訪問看護事業所等と 連携し ながら 必要な体制整備に取り 組むこ

と が望ま し い。  

② ま た、 精神障害の有無や程度にかかわら ず、 地域で暮ら す全ての人が、 必要な

時に適切なサービス を受けら れる よ う 、 精神障害にも 対応し た地域包括ケアシス

テムの構築を推進する 観点から 、 医療計画、 障害福祉計画、 介護保険事業（ 支援）

計画が相互に緊密に連携し 、 医療、 障害福祉・ 介護、 住ま い、 就労等の社会参加、

地域の助け合い、 教育・ 普及啓発が包括的に確保さ れた体制を整備し ていく こ と

が重要と なる 。  

なお、 精神病床における 隔離・ 身体的拘束は、 精神保健及び精神障害者福祉に関す

る 法律上、 精神科実務経験を 有し 法律等に関する 研修を修了し た精神保健指定医の専

門的知見に基づき 、 代替方法によ る こ と は困難であり 、 医療・ 保護を図る 上でやむを

得ないと 判断さ れた場合に、 必要最小限の範囲で行われる も のである が、 隔離・ 身体

的拘束の最小化に対する 取組が求めら れている こ と から 、 医療計画においても 、 こ う

し た観点を踏ま える こ と は重要であり 、 別表５ に示す指標例のう ち、「 隔離指示件数」、

「 身体的拘束指示件数」 を参考にする こ と が望ま し い。  

 
17 厚生労働省「 医師・ 歯科医師・ 薬剤師統計」（ 令和２ 年）  
18 厚生労働省「 医師・ 歯科医師・ 薬剤師調査」（ 平成 26 年）  
19 厚生労働科学研究「 持続可能で良質かつ適切な精神医療と モニタ リ ング体制の確保に関する 研究」（ 研究

代表者 竹島正）（ 令和３ 年）  
20 厚生労働科学研究「 精神科医療提供体制の機能強化を推進する 政策研究」（ 研究代表者 山之内芳雄）

（ 平成 29 年）  
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２  各医療機能と 連携 

前記「 １  目指すべき 方向」 を踏ま え、 精神疾患の医療体制に求めら れる 医療機能

を下記( 1) から ( 3) に示す。  

都道府県は、 多様な精神疾患等ごと に各医療機能の内容（ 目標、 医療機関に求めら

れる 事項） について、 地域の実情に応じ て柔軟に設定する 。  

( 1)  地域精神科医療提供機能 

① 目標 

・  患者本位の精神科医療を提供する こ と  

・  I CF（ 国際生活機能分類 WHO2001 年： I nternat i onal  Cl assi f i cat i on of  

Funct i oni ng,  Di sabi l i t y and Heal t h） の基本的考え方を踏ま えながら 多職種

協働によ る 支援を提供する こ と  

・  地域の保健医療福祉介護の関係機関と の連携・ 協力を行う こ と  

② 医療機関に求めら れる 事項（ 例）  

・  患者の状況に応じ て、 適切な精神科医療（ 外来医療、 訪問診療を含む。） を

提供する と と も に、 精神症状悪化時等の緊急時の対応体制や連絡体制を確保す

る こ と  

・  精神科医、 薬剤師、 看護師、 作業療法士、 精神保健福祉士、 公認心理師等の

多職種によ る チームによ る 支援体制を作る こ と  

・  医療機関（ 救急医療、 周産期医療を含む。）、 障害福祉サービス 事業所、 相談

支援事業所、 居宅介護支援事業所、 地域包括支援センタ ー等と 連携し 、 生活の

場で必要な支援を提供する こ と  

( 2)  地域連携拠点機能 

① 目標 

・  患者本位の精神科医療を提供する こ と  

・  I CFの基本的考え方を踏ま えながら 多職種協働によ る 支援を提供する こ と  

・  地域の保健医療福祉介護の関係機関と の連携・ 協力を行う こ と  

・  医療連携の地域拠点の役割を果たすこ と  

・  情報収集発信の地域拠点の役割を果たすこ と  

・  人材育成の地域拠点の役割を果たすこ と  

・  地域精神科医療提供機能を支援する 役割を果たすこ と  

② 医療機関に求めら れる 事項（ 例）  

・  患者の状況に応じ て、 適切な精神科医療（ 外来医療、 訪問診療を含む。） を

提供する と と も に、 精神症状悪化時等の緊急時の対応体制や連絡体制を確保す

る こ と  

・  精神科医、 薬剤師、 看護師、 作業療法士、 精神保健福祉士、 公認心理師等の

多職種によ る チームによ る 支援体制を作る こ と  

・  医療機関（ 救急医療、 周産期医療を含む。）、 障害福祉サービス 事業所、 相談

支援事業所、 居宅介護支援事業所、 地域包括支援センタ ー等と 連携し 、 生活の

場で必要な支援を提供する こ と  

・  地域連携会議の運営支援を行う こ と  

・  積極的な情報発信を行う こ と  

・  多職種によ る 研修を企画・ 実施する こ と  

・  地域精神科医療提供機能を担う 医療機関から の個別相談への対応や、 難治性

精神疾患・ 処遇困難事例の受入対応を行う こ と  
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( 3)  都道府県連携拠点機能 

① 目標 

・  患者本位の精神科医療を提供する こ と  

・  I CFの基本的考え方を踏ま えながら 多職種協働によ る 支援を提供する こ と  

・  地域の保健医療福祉介護の関係機関と の連携・ 協力を行う こ と  

・  医療連携の都道府県拠点の役割を果たすこ と  

・  情報収集発信の都道府県拠点の役割を果たすこ と  

・  人材育成の都道府県拠点の役割を果たすこ と  

・  地域連携拠点機能を支援する 役割を果たすこ と  

② 医療機関に求めら れる 事項（ 例）  

・  患者の状況に応じ て、 適切な精神科医療（ 外来医療、 訪問診療を含む。） を

提供する と と も に、 精神症状悪化時等の緊急時の対応体制や連絡体制を確保す

る こ と  

・  精神科医、 薬剤師、 看護師、 作業療法士、 精神保健福祉士、 公認心理師等の

多職種によ る チームによ る 支援体制を作る こ と  

・  医療機関（ 救急医療、 周産期医療を含む。）、 障害福祉サービス 事業所、 相談

支援事業所、 居宅介護支援事業所、 地域包括支援センタ ー等と 連携し 、 生活の

場で必要な支援を提供する こ と  

・  地域連携会議を運営する こ と  

・  積極的な情報発信を行う こ と  

・  専門職に対する 研修プロ グラ ムを提供する こ と  

・  地域連携拠点機能を担う 医療機関から の個別相談への対応や、 難治性精神疾

患・ 処遇困難事例の受入対応を行う こ と  

 

第３  構築の具体的な手順 

１  現状の把握 

都道府県は、 精神疾患の医療体制を構築する に当たって、 ( 1) 及び( 2) に示す項目を

参考に、 患者動向、 医療資源及び医療連携等について、 現状を把握する こ と 。  

さ ら に、 ( 3) に示す、 ス ト ラ ク チャ ー・ プロ セス ・ アウ ト カムごと に分類さ れた指

標例によ り 、 数値で客観的に現状を把握する こ と 。  

なお、 ( 1)  及び( 2) の各項目について、 参考と し て調査名を示し ている が、 その他

必要に応じ て調査を追加さ れたい。  

( 1)  患者動向に関する 情報 

・  こ こ ろの状態（ 国民生活基礎調査）  

・  精神疾患を有する 総患者数の推移（ 入院外来別内訳、 年齢階級別内訳、 疾病別

内訳） （ 患者調査、 精神保健福祉資料21）  

・  精神病床における 入院患者数の推移（ 年齢階級別内訳、 疾患別内訳、 在院期間

別内訳、 入院形態別内訳） （ 患者調査、 精神保健福祉資料）  

・  精神病床における 早期退院率（ 精神保健福祉資料）  

・  ３ か月以内再入院率（ 精神保健福祉資料）  

・  自殺死亡率（ 人口動態統計、 都道府県別年齢調整死亡率（ 業務・ 加工統計） ）  

( 2)  医療資源・ 連携等に関する 情報 

 
21 国立精神・ 神経医療研究センタ ーが公開し ている 、 厚生労働科学研究に基づく データ  
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・  従事者数、 医療機関数（ 病院報告、 医療施設調査、 医師・ 歯科医師・ 薬剤師統

計、 精神保健福祉資料）  

・  往診・ 訪問診療を提供する 精神科病院・ 診療所数（ 医療施設調査、 精神保健福

祉資料）  

・  精神科訪問看護を提供する 病院・ 診療所数（ 医療施設調査、 精神保健福祉資料）  

・  精神科救急医療施設数（ 事業報告）  

・  精神医療相談窓口及び精神科救急情報センタ ーの開設状況（ 事業報告）  

・  医療観察法指定通院医療機関数 

・  かかり つけ医認知症対応力向上研修修了者数（ 事業報告）  

・  認知症サポート 医養成研修修了者数（ 事業報告）  

・  認知症疾患医療センタ ーの指定数（ 事業報告）  

・  認知症疾患医療センタ ー鑑別診断件数（ 事業報告）  

( 3)  指標によ る 現状把握 

別表５ に掲げる よ う な、 ス ト ラ ク チャ ー・ プロ セス ・ アウ ト カムごと に分類さ れ

た指標例によ り 、 地域の医療提供体制の現状を客観的に把握し 、 医療計画に記載す

る こ と 。  

 

２  圏域の設定 

( 1)  都道府県は、 精神疾患の医療体制を構築する に当たって、 「 第２  医療体制の構

築に必要な事項」 を基に、 前記「 １  現状の把握」 で収集し た情報を分析し 、 多様

な精神疾患等ごと に求めら れる 医療機能を明確にし て、 精神疾患患者の病期及び状

態に応じ て、 求めら れる 医療機能を明確にし て、 圏域（ 精神医療圏） を設定する こ

と 。  

( 2)  医療機能を明確化する に当たって、 ひと つの施設が複数の機能を担う こ と も あり

得る 。  

( 3)  圏域（ 精神医療圏） を設定する に当たっては、 患者本位の医療を実現し ていける

よ う 、 二次医療圏を基本と し つつ、 それぞれの医療機能及び地域の医療資源等の実

情を勘案し て弾力的に設定する こ と 。  

( 4)  検討を行う 際には、 地域医師会等の医療関係団体、 現に精神疾患の診療に従事す

る 者、 消防防災主管部局、 福祉関係団体、 住民・ 患者及びその家族、 市町村等の各

代表が参画する こ と 。  

 

３  連携の検討 

( 1)  都道府県は、 精神疾患の医療体制を構築する に当たって、 多様な精神疾患等ごと

に、 患者本位の医療を提供でき る よ う 、 精神科医療機関、 その他の医療機関、 保

健・ 福祉等に関する 機関、 福祉・ 介護サービス 施設及び事業所、 ハロ ーワ ーク 、 地

域障害者職業センタ ー、 地域包括支援センタ ー、 認知症地域支援推進員、 若年性認

知症支援コ ーディ ネータ ー等の地域の関係機関の連携が醸成さ れる よ う 配慮する こ

と 。  

ま た、 精神科医療機関、 その他の医療機関、 消防機関、 地域医師会、 保健・ 福祉

等に関する 機関等の関係者は、 診療技術や知識の共有、 診療情報の共有、 連携する

医療機関・ 保健・ 福祉等に関する 機関・ 医師等専門職種の情報の共有に努める こ と 。  

さ ら に、 都道府県は、 多様な精神疾患等ごと に対応でき る 医療機関を明確にする

と と も に、 専門職の養成や多職種連携・ 多施設連携の推進のため、 地域連携拠点機

能及び都道府県連携拠点機能の強化を図る よ う に努める こ と 。 こ の際、 多様な精神
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疾患等ごと に都道府県連携拠点機能を有する 医療機関が１ 箇所以上ある こ と が望ま

し い。  

( 2)  保健所は、 「 地域保健対策の推進に関する 基本的な指針」 の規定に基づき 、 ま た、

「 医療計画の作成及び推進における 保健所の役割について」 を参考に、 医療連携の

円滑な実施に向けて、 地域医師会等と 連携し て医療機関相互の調整を行う など、 積

極的な役割を果たすこ と 。  

ま た、 精神保健福祉センタ ーにおいては、 「 精神保健福祉センタ ー運営要領につ

いて」 （ 平成８ 年１ 月 19 日付け健医発第 57 号厚生労働省保健医療局長通知） を参

考に、 精神保健福祉関係諸機関と 医療機関等と の医療連携の円滑な実施のため、 精

神保健に関する 専門的立場から 、 保健所及び市町村への技術指導や技術援助、 関係

諸機関と 医療機関等と の調整を行う など、 積極的な役割を果たすこ と 。  

( 3)  医療計画には、 原則と し て、 多様な精神疾患等ごと に各医療機能を担う 関係機関

（ 病院、 診療所、 訪問看護事業所等） の名称を記載する こ と 。 ひと つの関係機関が

複数疾患の医療機能を担う こ と も ある 。 可能な限り 住民目線の分かり やすい形式で

と り ま と め、 周知に努める こ と 。  

 

４  課題の抽出 

都道府県は、 「 第２  医療体制の構築に必要な事項」 を踏ま え、 「 １  現状の把握」

で収集し た情報や指標によ り 把握し た数値から 明確と なった現状について分析を行い、

精神疾患に係る 地域の医療体制の課題を抽出し 、 医療計画に記載する こ と 。  

その際、 現状分析に用いたス ト ラ ク チャ ー、 プロ セス 、 アウ ト カム指標の関連性も

考慮し 、 多様な精神疾患等ごと の医療機能も 踏ま え、 可能な限り 精神医療圏ごと に課

題を抽出する こ と 。  

 

５  数値目標 

都道府県は、 精神疾患に係る 良質かつ適切な医療を 提供する 体制について、 事後に

定量的な比較評価を行える よ う 、 「 ４  課題の抽出」 で明確にし た課題に対し て、 地

域の実情に応じ た目標項目やその数値目標、 目標時期について別表５ を踏ま えて設定

し 、 医療計画に記載する こ と 。  

目標時期については、 基準病床数の算定において令和８ 年を 設定時期と し ている こ

と に留意する こ と 。  

ま た、 数値目標の設定に当たっては、 各指標の全国データ 等を参考にする と と も に、

基本方針第十一に掲げる 諸計画に定めら れる 目標を反映する も のと し 、 特に、 別表５

にアウ ト カムと し て示す項目のう ち、 「 精神病床における 入院後３ 、 ６ 、 12か月時点

の退院率」 、 「 精神障害者の精神病床から 退院後１ 年以内の地域での平均生活日数」 、

「 精神病床における 慢性期（ １ 年以上） 入院患者数（ 65 歳以上・ 65 歳未満別） 」 に

ついては、 障害福祉計画においても 成果目標と し て設定さ れている こ と から 、 当該数

値と の整合に留意する こ と 。  

なお、 達成可能なも のだけを目標と する のではなく 、 真に精神医療圏の課題を解決

する ために必要な目標を設定する こ と 。  

 

６  施策 

数値目標の達成には、 課題に応じ た施策・ 事業を実施する こ と が重要である 。 都道

府県は、「 ４  課題の抽出」 に対応する よ う 「 ５  数値目標」 で設定し た目標を 達成

する ために行う 施策・ 事業について、 医療計画に記載する こ と 。  
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７  評価 

計画の実効性を高める ためには、 評価を行い、 必要に応じ て計画の内容を見直すこ

と が重要である 。 都道府県は、 あら かじ め評価を行う 体制を整え、 医療計画の評価を

行う 組織や時期を医療計画に記載する 。 こ の際、 少なく と も 施策・ 事業の進捗状況の

評価については、 １ 年ごと に行う こ と が望ま し い。 ま た、 数値目標の達成状況、 現状

把握に用いた指標の状況について、 少なく と も ３ 年ごと に調査、 分析及び評価を行い、

必要がある と き は、 都道府県はその医療計画を変更する こ と 。  

 

８  公表 

都道府県は、 住民に分かり やすい形で医療計画を公表し 、 医療計画やその進捗状況

を周知する 必要がある 。 こ のため、 指標によ る 現状把握、 目標項目、 数値目標、 施策

やその進捗状況、 評価体制や評価結果を公表する こ と 。 その際、 広く 住民に周知を図

る よ う 努める こ と 。  
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